
 

    
 

町会エリア 該当区域 一時避難場所 所在地 

苅田町 

苅田４丁目９（市営住宅以外）苅田５丁目３～７ 

 

①苅田福祉会館 苅田６－10－12 

 

 

我孫子東１丁目８～13・我孫子東２丁目１～３ ②市営我孫子東第７住宅 我孫子２－２－２ 

苅田３丁目 苅田３丁目１～11 ③苅田北福祉会館 苅田３－２－24 

苅田 3 丁目西 苅田３丁目 12～17 ③苅田北福祉会館 苅田３－２－24 

苅田 5 丁目 苅田５丁目１・２・８～11・16～18 ④苅田どんぐり公園 苅田３－４ 

町会エリア 災害時避難所 所在地 

苅田町 ⑤苅田小学校 苅田３－５－34 

我孫子東２丁目 

苅田３丁目 

苅田３丁目西 

苅田５丁目 

 ⑥我孫子中学校 我孫子東１－４－32 

⑦東我孫子中学校 苅田１－16－２ 

 ⑧教育センター附属高等学校 苅田４－１－72 

⑨教育センター 苅田４－13―23 

水害時避難ビル 所在地 

⑤苅田小学校 苅田３－５－34 

⑥我孫子中学校 我孫子東１－４－32 

 ⑦東我孫子中学校 苅田１－16－２ 

⑩市営我孫子東第７住宅１～７号

館 

我孫子２－１～３・我孫子東１－８・10・12・13 

 

 
※水害時除く。水害時は３階以上の安全な建物へ避難してください。 

 

 

基本的に町会 
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① 

・８（１・８～27）・９～15・庭井 1 丁目１（31） 
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基本的に町会 

・苅田８丁目１・２（１～16・26～37）・４～７ 
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基本的に町会 

・12～15・19・苅田６丁目・苅田７丁目 

ty 

 

 

基本的に町会 

あなたの地域の避難場所を確認しましょう！ 
☆一時避難場所 

余震などから一時的に避難できる公園など。基本的に町会災害対策本部が設置され、地域の安否確認等をおこなう。 

 

 

基本的に町会 

☆災害時避難所 災害により自宅等での生活が困難な避難者へ宿泊等の生活機能を提供できる施設、学校など。 

 

 

基本的に町会 

地震時は、震度５強以上または、区長が必要と判断した場合に災害時避難所を順次開設します。 

 

 

基本的に町会 

災害時避難所 

☆水害時避難ビル 河川の氾濫など、水害から一時的または、緊急に避難する施設。 

 

 

 12 時間総雨量 316mm 

（想定最大規模降雨１/1,000 年程度）を想定 

平成 28 年５月 国土交通省公表 

 

 大和川氾濫時の浸水想定 

苅田地域防災マップ 

一時避難場所 

我孫子東２丁目 

 

 

基本的に町会 

・我孫子２丁目１～４・８～10・我孫子３丁目２ 
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基本的に町会 

（１～４） 
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基本的に町会 

第１集会所 
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基本的に町会 

水害時避難ビル 

② 

③ 

④ 

⑩ 

大和川氾濫時の浸水想定 

必要に応じて順次開設・避難 
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必要に応じて避難 

1 
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基本的に町会 


